
◆ 保険環境課 医療介護保険係 お知らせ

お
早
め
に
切
替
え
を

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証 

の
切
替
え
手
続
を
お
願
い
し
ま
す

　

現
在
使
用
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
は
、
10
月
１
日
以
降
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
切
替
え
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
現

在
受
給
し
て
い
る
人
に
は
、
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
受
給
を
希
望
す
る
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
切
替
日
時
】
８
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

　
　
　
　
　
　

（
土
日
祝
は
除
く
。
木
曜
日
は
19
時
ま
で
）

【
場　

所
】
桂
川
町
役
場 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係
（
６
番
窓
口
）

【
手
続
き
に
必
要
な
物
】

　

◎
印
鑑　

◎
健
康
保
険
証　

◎
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書

　

○
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
ま
た
は
公
的
年
金
証
書
（
該
当
者
の
み
）

　

○
戸
籍
謄
本
（
桂
川
町
に
本
籍
が
な
い
人
の
み
）

　

○
所
得
証
明
書
（
所
得
、扶
養
人
数
お
よ
び
控
除
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
。

　
　

平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
転
入
し
た
人
の
み
）

【
対
象
者
の
要
件
】　

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

○
桂
川
町
に
住
所
が
あ
る
人

　

○
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

　

○
生
活
保
護
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
人

　

○
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一
定
の
額
を
超
え
て
い
な
い
人

　

○
母
（
父
）
子
家
庭
等
の
児
童
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
年
度
末
ま
で
）

　
　

お
よ
び
母
（
父
）
ま
た
は
養
育
者

問
合
先　

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係　

☎
６
５
・
１
０
９
７
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が
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替
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。
木
曜
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は
19
時
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桂
川
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険
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境
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険
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窓
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手
続
き
に
必
要
な
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】

　

◎
印
鑑　

◎
健
康
保
険
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◎
現
在
使
用
し
て
い
る
重
度
障
害
者
医
療
証

　

◎
障
害
程
度
を
証
明
す
る
も
の
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど
）

　

○
所
得
証
明
書
（
所
得
、扶
養
人
数
お
よ
び
控
除
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
。

平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
転
入
し
た
人
の
み
）

【
対
象
者
の
要
件
】　

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

　

○
桂
川
町
に
住
所
が
あ
る
人

　

○
住
所
地
特
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
人

　

○
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
（
65
歳
以
上
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　

被
保
険
者
に
限
る
）

　

○
３
歳
以
上
（
小
学
校
修
学
前
の
児
童
は
子
ど
も
医
療
が
優
先
）

　

○
生
活
保
護
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
人

　

○
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一
定
の
額
を
超
え
て
い
な
い
人

　

○
障
が
い
程
度
要
件
を
満
た
す
人

　
問
合
先　

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係　

☎
６
５
・
１
０
９
７

お
早
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障
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